
2024年 3月 21日 

 

当行をご利用のお客さまへ 

 

株式会社福島銀行 

 

 

「普通預金等共通規定」および「定期性預金共通規定」の改定について 

 

 

 福島銀行は、2024年 3月 7日付「預金商品一部取扱廃止にかかるお知らせ」等でお

知らせしていますとおり、2024年 3月 31日をもって、貯蓄預金、納税準備預金、通

知預金、定期積金、変動金利定期預金の取扱いを廃止いたします。 

 ついては、これに伴い「普通預金等共通規定」および「定期性預金共通規定」につ

いて、下記のとおり、該当の各文言を削除する改定を行います。 

 

記 

１ 改定日 

  2024年 4月 1日 

 

２ 改定内容 

（１）普通預金等共通規定 

 

改定後（新） 改定前（旧） 

１．普通預金等共通規定 

  普通預金等共通規定は、以下の預金

（以下「この預金」という）に共通し

て適用します。 

（１）総合口座預金 

（２）普通預金 

１．普通預金等共通規定 

  普通預金等共通規定は、以下の預金

（以下「この預金」という）に共通し

て適用します。 

（１）総合口座預金 

（２）普通預金 

（３）貯蓄預金【削除】 

（４）通知預金【削除】 

（５）納税準備預金【削除】 

 

 

 

 



（２）定期性預金共通規定 

 

改定後（新） 改定前（旧） 

１．定期性預金共通規定 

  普通預金等共通規定は、以下の預金

（以下「この預金」という）に共通し

て適用します。 

（１）期日指定定期預金 

（２）自由金利型定期預金（M型） 

（３）自由金利型定期預金 

 

（４）積立定期預金 

（５）自動おとりまとめ定期預金「まと

まるくん」 

１．定期性預金共通規定 

  定期性預金共通規定は、以下の預金

（以下「この預金」と言います）に共

通して適用します。 

（１）期日指定定期預金 

（２）自由金利型定期預金（M型） 

（３）自由金利型定期預金 

（４）変動金利定期預金【削除】 

（５）積立定期預金 

（６）自動おとりまとめ定期預金「まと

まるくん」 

 

 

以上 

 

 

【お問い合わせ先】 

■事務部事務企画課 

 電話：024-525-2952 


